
議案第18号 

   会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部改正について 

 

  令和７年３月25日提出  岩手県人事委員会 委員長  渡辺 正和 

 

第１ 趣旨 

会計年度任用職員の病気休暇について、所要の改正をしようとするもので

ある。 

 

第２ 規則案の内容 

   会計年度任用職員に係る休暇のうち、病気休暇の有給日数を最大年10日ま

で拡充すること。（第25条関係） 

 

第３ 施行期日（附則関係） 

   令和７年４月１日から施行すること。 
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 会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月 日 

岩手県人事委員会       

委員長 渡 辺 正 和  

岩手県人事委員会規則第 号 

   会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年岩手県人事委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （病気休暇）  （病気休暇） 

第25条 ［略］ 第25条 ［略］ 

２ 病気休暇については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める期間を超える場合には、その勤務しない１時間

につき、勤務１時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。 

２ 病気休暇については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める期間を超える場合には、その勤務しない１時間

につき、勤務１時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 一の会

計年度において５日の範囲内でその療養に必要と認められ

る期間 

 (２) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 一の会

計年度において別表第３に定める日数の範囲内でその療養

に必要と認められる期間 

別表第２（第24条関係） 別表第２（第24条関係） 

 ［略］  ［略］ 

 別表第３（第25条関係） 

  １週間の勤

務日の日数 

５ 日

以上 
４日 ３日 ２日 １日  

 

  
任用期間に

おける勤務

日の日数 

217日

以上 

169日

か ら

216日

まで 

121日

か ら

168日

まで 

73 日

か ら

120日

まで 

48 日

か ら

72 日

まで 

47 日

以下 

 

  日数 10日 ９日 ８日 ７日 ６日 ５日  

 備考 １週間の勤務日の日数が定められている会計年度任

用職員にあっては本表の上欄に掲げる１週間の勤務日

の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が

定められている会計年度任用職員にあっては本表の中

欄に掲げる任用期間における勤務日の日数の区分に応

じ、それぞれ本表の下欄に定める日数とする。ただし

、１週間の勤務日が４日以内とされている職員で１週

間の勤務時間が29時間以上であるものについては、本

表上欄に掲げる５日以上の区分に定める日数とする。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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